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Ⅰ はじめに――事件・犯罪・裁判報道の重要性 

 

 犯罪は、その時代、その社会を映す鏡である。どのような事件が起きているかを少

し詳しく見れば、私たちがどんな世の中に暮らしているかについて、相当程度理解す

ることができる。多くの犯罪や事件にはこの世の中の人間観や金銭感覚などが、悲惨

な、あるいは醜悪な形で凝縮しているゆえに、当事者ではない多くの私たちにとって

も、人間理解、社会理解の大切な手がかりとなる。 

 日々の報道番組や情報番組でも、少年や若い世代による凶悪な犯罪、暮らしの安全・

安心を揺るがす企業不祥事、官僚や政治家の汚職やスキャンダル、情報技術や金融シ

ステムの電子化とグローバル化にともなう新種の事件等々、犯罪や事件や刑事裁判絡

みのニュースが多くなった、と私たちは実感している。 

 そのひとつひとつに、暮らしや仕事、人生の喜怒哀楽、恋愛や家族愛、妬みや恐怖

や憎悪など、およそ人間の感情と意識、行為と行動にかかわる多くの側面が顔をのぞ

かせている。そこにはある種の「人間ドラマ」として、人々の関心を惹く事柄がたく

さんある。 

 しばしば指摘されるように、犯罪発生件数や凶悪さの度合いの推移、諸外国の事情

との比較から検討すれば、近年の日本の犯罪状況に特段の変化があったわけではない。

少年事件などは、むしろ減少の傾向にある。にもかかわらず事件や裁判報道の比重が

高まり、読者や視聴者も多大な関心を寄せるのは、ニュースの送り手・受け手双方が

次々に起きる犯罪の動機や事件態様のうちに、何かしらこの世の中に生じている大き

な変化を嗅ぎ取っているからであろう。 

 とはいえ、私たちのほとんどはみずから犯罪や事件の詳細を調べたり、裁判の傍聴

に出かけるわけではなく、マスメディアの報道を通じて知るだけである。とりわけ速

報性、簡便性、広範性、映像や音声による臨場性等に秀でるテレビは、他のメディア

にもまして視聴者の事件理解に、ひいては人間と社会の理解に大きな影響を及ぼして

いる。 

 言い換えれば、テレビが犯罪や裁判の何を、どう伝えるかもまた、この時代、この

社会を映す鏡になる、ということである。その伝え方によって、鏡に映る像も変わっ

てくることを、番組制作に携わる関係者一人ひとりがつねに自覚していること――そ

の緊張感のうちにこそ、今日の放送倫理が生成され、成熟していく、ひとつの重要な

契機がある。 

     ＊ 

 番組制作者にとって、「放送倫理基本綱領」（ＮＨＫと日本民間放送連盟）、「国内番

組基準」と「新放送ガイドライン」（ＮＨＫ）、「放送基準」と「報道指針」（民放連）
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等が掲げる公正性・正確性・公平性の原則がいかに大切かは、あらためて言うまでも

ない（詳細については、註１を参照）。これらは放送界が積み重ねてきた試行錯誤や経

験から導き出された原則であり、個々の番組制作においてこそ、具体的に実現される

べきものとしてある。 

 こうした原則が明言化されるに至った背景には、松本サリン事件（1994年）をはじ

めとする事件や裁判にかかわる報道で放送界が犯した数々の失敗があることを、いま

放送の現場で働く制作者たちも知っておかねばならない。事件・犯罪・裁判を人間の

ドラマとして描く視点も大切だが、同時に、もう一方で、公正性・正確性・公平性の

原則に立ち返る冷静さも忘れてはならない。起きた出来事は純粋なフィクションでは

なく、加害・被害の双方に、生身の人間が生きているからである。 

 そのことは、むろん視聴者のためでもあるが、それ以上に放送人みずからが、この

時代の人間と社会をより深く理解し、番組制作の能力を高めていくために必要なこと

である。 

 

Ⅱ 光市母子殺害事件――差戻控訴審までの経緯と報道側の変化 

 近年の犯罪や刑事裁判のなかで、社会的関心を長期にわたって集めてきた事件のひ

とつに、山口県光市で起きた母子殺害事件がある。 

 この事件は1999年４月14日午後、光市内の社宅用団地の一室で起きた。当時18歳１

ヶ月の少年が排水管検査を装って室内に入り、夫が留守中の主婦（当時23歳）と幼女

（生後11ヵ月）を殺害し、主婦を屍姦したという凄惨な事件だった。犯行後、少年は

財布を奪って逃走したが、４日後に逮捕された。 

 少年は山口家庭裁判所から同地方検察庁に送致され、殺人、強姦致死、窃盗の罪名

で起訴された。 

 山口地方裁判所で行われた第１審では、検察側は被告が主婦を「強姦しようと企て」

「殺害して強姦しようと決意し」「窒息死させて殺害した上、強いて姦淫し」、また幼

女については、「殺意を持って幼女を床にたたきつけ」「首に紐を巻き、強く引っ張っ

て締めつけ」るなどして殺害した旨、犯行の計画性・残虐性と殺意の存在を指摘し、

死刑を求刑した。これに対し、弁護人は事実関係ではほとんど争わず、犯行時の被告

が少年であったことなど、おもに情状を訴える弁護を行った。 

 山口地裁はこれらを受けて、被告が犯行時18歳で、発育途上にあること、殺害に関

する計画性がなかったこと、不十分とはいえ反省の情が芽生えていることなどを酌み、

無期懲役の判決を下した（00年３月）。 

 これを不服とした検察側は広島高等裁判所に控訴したが、第２審の広島高裁も第１

審の判決をおおむね支持し、控訴を棄却した（02年３月）。 
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     ＊ 

 この事件および裁判の進行と相前後して、マスメディアの事件・裁判報道には、従

来にはあまり見られなかった要素が加わっていた。90年代の後半から各地で粘り強く

つづけられてきた重大犯罪の被害者家族と遺族の活動が、「犯罪被害者の会」（現在は

「全国犯罪被害者の会」と改称）の結成に結実し（00年１月）、事件のたびに過熱した

報道を繰り返すメディアに反省を迫っていたからである。 

 同会は、重大犯罪の被害者の遺族がこうむる、事件それ自体からの精神的苦痛、被

害者にも落ち度があったなどという社会からの偏見、加害者の処遇に比して極端に不

公平な被害者側に対する保護や救済のあり方、被害者やその遺族を裁判の過程から排

除する司法制度、等々の現状や問題点を指摘し、被害者側の人権に配慮するよう、強

く訴えてきた。 

 そのひとつに、「報道被害」の問題がある。 

「マスコミの被害者やその周辺に対する取材合戦は激しく、事実に反する報道が多く

行われ、被害者の名誉を傷つけ、精神的苦痛を与えています。間違った報道をされる

と、それが事実として世間に思われてしまい、うち消す方法がありません」（同会のウ

ェブサイトより）。 

 日本新聞協会（ＮＨＫを含む）と民放連はこうした悲痛な訴えを受け、「中でも被害

者に対しては、集団的取材により一層の苦痛をもたらすことがないよう、特段の配慮

がなされなければならない」（日本新聞協会、01年）、「取材対象となった人の痛み、苦

悩に心を配る。事件・事故・災害の被害者、家族、関係者に対し、節度をもった姿勢

で接する。集団的過熱取材による被害の発生は避けなければならない」（民放連、03

年に後段を追加）等の指針を定め、事件・犯罪・裁判報道のあり方の見直しを行って

きた。 

 こうしたなかで、テレビ各局は、光市母子殺害事件の被害者遺族が「極刑を望みま

す」「もし犯人が死刑にならずに刑務所から出てくれば、私が自分の手で殺します」「命

を取られる恐怖と向き合って反省し、人の心を取りもどしてほしい」等々と、被害者

遺族としての無念の胸中を語りつづける姿をたびたび放送するようになった。 

     ＊ 

 一方、同事件の裁判は、検察側の上告を受けた最高裁判所が、実質的な量刑不当に

よる上告は適法とは言えない、としながらも、職権調査によって、「死刑の選択を回避

するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせる

ため」として、広島高裁に差し戻す判断を下した（06年６月20日）。 

 これを受けて、広島高裁で開かれた差戻控訴審のおもな経過は次のとおりである。 

 

 07年５月24日 第１回公判 弁護人・検察官の更新意見の陳述 
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第１回集中審理 

 ６月26日・27日 第２回・第３回公判 実行行為に関する被告人質問 

 ６月28日 第４回公判 犯罪心理鑑定人の尋問 

第２回集中審理 

 ７月24日 第５回公判 犯行日の行動についての被告人質問 

 ７月25日 第６回公判 法医学鑑定人2名の尋問 

 ７月26日 第７回公判 精神鑑定人の尋問 

第３回集中審理 

 ９月18日・19日 第８回・第９回公判 供述の変遷・情状に関する被告人質問 

 ９月20日 第10回公判 検察官請求の法医学鑑定人尋問、被害者遺族の意見陳述、

被告人質問 

 10月18日 第11回公判 無期懲役判決破棄・死刑を求める検察官の最終弁論 

 12月４日 第12回公判 殺意・乱暴目的否定、死刑回避を求める弁護人の最終弁論、

結審 

 なお、判決は、本年（08年）４月22日に予定されている。 

     ＊ 

 マスメディア、とくに民放テレビ各局は一連の差戻控訴審の動向をニュース番組や

情報番組などで大きく伝え、広く社会的関心を集めた。 

 とりわけ焦点となったのは、被告と、差戻控訴審に際してあらたに結成された弁護

団が、第１審以来踏襲されてきた殺意と犯行の態様に関する事実認定とは異なる「事

実」を提示し、「傷害致死」を主張したことをめぐってであった。 

 弁護団は山口地裁の第１審、広島高裁の第２審ともに「十分な事実審理を尽くして

こなかった」、それは「司法の怠慢」だったと指摘し、被告人の幼少時から少年期にか

けて、父親から激しい暴力を受けていたこと、同様に暴力を受けた実母が自殺したこ

となど、問題の多かった生育歴と精神的発達の遅れを強調し、被告の犯行時における

心理状況を中心に、さまざまな弁論を展開した。 

 そのうえで、被告が主婦を殺害したことについて、「被害者の予想外の抵抗に遭って、

驚愕のうちに被害者を死亡させたものであって、殺意はない」などとし、幼女殺害に

ついても、「泣きやませようとして首に紐を緩く巻いて、チョウチョ結びをしたもので

あって、殺意はない」等々と主張した。 

 一般に弁護人は、守秘義務の制約があるため、弁護内容やその方針について法廷外

で開示することに消極的と言われるが、差戻控訴審の弁護団は集中審理の折々に記者

会見や背景説明（取材者対象のレクチャー、記者レク）を行い、主張の根拠となる「事

実」を解説していた。 

 他方、従前から死刑判決を求めて積極的な発言を繰り返していた被害者遺族も記者
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会見やインタビュー等において、被告が法廷で語った供述や、それらを引き出した弁

護団に対する反発と怒りの姿勢を示し、あらためて被害者遺族としての無念の思いを

語った。 

 こうした法廷外の対立構造がクローズアップされるなかで、各局は広島高裁前から

の現場レポート、法廷スケッチ、記者会見やインタビューの映像、再現ドラマ、法律

専門家のコメント、スタジオトーク等々を組み合わせた番組を多数、かつ長時間にわ

たって放送した。そのほとんどが被害者遺族の発言や心境に同調し、被告や弁護団に

反発・批判するニュアンスの強い内容だった。なかには出演者が被告・弁護人の発言

や姿勢に対して、明らかに罵詈雑言と思われる言葉を浴びせかけたり、激しいバッシ

ングを加えるようなものもあった。 

 

Ⅲ 33本、７時間半の番組――委員会検証の対象と方法 

 ＢＰＯ放送倫理検証委員会は07年11月27日、「『光市事件』報道を検証する会」から、

同事件の差戻控訴審について報じた18の番組について、放送倫理上の問題点を検証す

るよう求められた。委員会は、ＢＲＣ（放送と人権等権利に関する委員会）のような

申し立て制度を採っていないため、このような場合には、放送倫理上の問題点に関す

る議論の端緒として捉え、あくまで委員会独自の判断で番組について審議または審理

を行うかどうかを決めている。このことは、今回の申し立てについても同様であった。 

 委員会は討議をかさね、 

（１）同会指摘の番組にとらわれることなく、差戻控訴審について報じた番組を広範

囲に視聴し、全体に共通する放送倫理上の問題点を明らかにすること。 

（２）その際には、今回の事件や裁判の番組制作にあたったスタッフの生の声を汲み

上げ、問題点があるとすれば、放送現場の内側から捉え、その教訓を今後の放送に活

かす必要があること。 

（３）対象とする番組が相当数にのぼることから、機動的に調査を進める必要があり、

そのためにワーキングチームとして委員会内に「小委員会」を設けること。 

 等を決め、これに基づいて小委員会は、 

（４）まず今回の一連の番組が放送に至った全体像を把握するため、在京キー局６局

に対し、制作体制、取材方法、演出手法などについて概括的なアンケート調査を行う

こと。 

（５）その回答を見たうえで、それぞれの放送局のなかでも、今回の裁判にもっとも

大がかりに取り組んだ番組、放送が長時間あるいは多数回に及んだ番組、主張や演出

において際立った特徴のある番組等を選び、その主要制作スタッフから聴き取り調査

（ヒアリング）を行うこと。 
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（６）こうした調査結果を踏まえ、委員会としての総合的な判断を行うこと。 

 等を決めた。 

     ＊ 

 番組の選択については、委員会は、被告人の供述、被害者遺族の意見、検察官と弁

護人の立証が終了した第３回集中審理の放送を中心にすることにしたが、それは、差

戻控訴審を総括する意味でも、それまでの番組全体の傾向を示していると考えられた

からである。また、上記団体の指摘に関連して、差戻控訴審開始当初にさかのぼる番

組についても、各局からの提供を依頼した。これらが放送された番組のすべてではな

いが、指摘された18番組も含まれており、番組全体の傾向はほぼ把握できると判断し

た。 

 こうした方針に基づいて、委員会および小委員会が視聴した番組は以下の８放送局、

20番組、33本の放送済み番組の録画であり、その総時間は約７時間30分であった。 

 

［光市母子殺害事件 委員会が視聴した33本の番組一覧表］ 

（日付はいずれも2007年。分数は概算） 

＝第１回公判を機に放送されたもの＝ 

１．「報道ステーション」        （テレビ朝日   ５月24日）11分 

２．「たかじんのそこまで言って委員会」 （讀賣テレビ   ５月27日）８分 

３．「新報道プレミアＡ」        （フジテレビ   ５月27日）10分 

＝第１回集中審理を機に放送されたもの＝ 

４．「ＮＨＫニュース７」        （ＮＨＫ     ６月26日）４分 

５．「ニュースウォッチ９」       （ＮＨＫ     ６月26日）４分40秒 

６．「速ホゥ！」            （テレビ東京   ６月26日）４分55秒 

７．「ザ・ワイド」           （日本テレビ   ６月27日）21分 

８．「みのもんたの朝ズバッ！」     （ＴＢＳ     ６月28日）７分 

９．「ザ・ワイド」           （日本テレビ   ６月28日）39分 

10．「速ホゥ！」            （テレビ東京   ６月28日）３分40秒 

11．「ワイド！スクランブル」      （テレビ朝日   ６月29日）18分 

＝第２回集中審理を機に放送されたもの＝ 

12．「ニュースＪＡＰＡＮ」        （フジテレビ   ７月24日）３分 

13．「スーパーＪチャンネル」       （テレビ朝日   ７月24日）12分 

14．「イブニング・ニュース広島」    （中国放送    ７月25日）４分 

15．「ピンポン！」           （ＴＢＳ     ７月26日）８分 

16．「ＮＨＫニュース７」        （ＮＨＫ     ７月26日）55秒 

17．「ニュースウォッチ９」       （ＮＨＫ     ７月26日）３分30秒 



7 

18．「速ホゥ！」            （テレビ東京   ７月26日）３分10秒 

19．「ピンポン！」           （ＴＢＳ     ７月27日）12分 

20．「ワイド！スクランブル」      （テレビ朝日   ７月27日）16分 

21．「Ｔｈｅ・サンデー」         （日本テレビ   ７月29日）18分 

＝第３回集中審理を機に放送されたもの＝ 

22．「スーパーＪチャンネル」       （テレビ朝日   ９月19日）10分 

23．「ＦＮＮスーパーニュース」     （フジテレビ   ９月20日）28分 

24．「スーパーＪチャンネル」      （テレビ朝日   ９月20日）27分 

25．「ズームイン!!ＳＵＰＥＲ」     （日本テレビ   ９月21日）11分 

26．「スッキリ!!」           （日本テレビ   ９月21日）15分 

27．「ザ・ワイド」           （日本テレビ   ９月21日）18分 

28．「みのもんたの朝ズバッ！」     （ＴＢＳ     ９月21日）28分 

29．「とくダネ！」           （フジテレビ   ９月21日）18分 

30．「やじうまプラス」         （テレビ朝日   ９月21日）15分 

31．「ワイド！スクランブル」      （テレビ朝日   ９月21日）26分 

32．「Ｔｈｅ・サンデー」         （日本テレビ   ９月23日）25分 

33．「サンデー・ジャポン」       （ＴＢＳ     ９月23日）３分 

 

 また、聴き取り調査は、ストレートニュースのみを放送したＮＨＫとテレビ東京を

のぞく在京民放４局（日本テレビ、ＴＢＳ、フジテレビ、テレビ朝日）の番組制作ス

タッフから、４日間にわたって行った。 

 委員会は小委員会の報告を受け、さらに長時間の討議を行い、当委員会の運営規則

第４条（註２を参照）に基づいて審議を行うことを決定した。そして、番組制作上の

問題点の検証にあたっては、番組を個別に検証することが枝葉の問題に目を向けさせ、

近年の事件・犯罪・裁判報道に共通する重要な問題点をかえって見えにくくすること

になると判断し、一連の放送全般について意見を述べることとした。 

 なお、委員会の検証の際の参考としたアンケートおよび聴き取り調査の回答例は、

別に添付した（本報告書末尾の別添資料参照）。 

 

Ⅳ 集団的過剰同調――本件放送の事例と傾向  

 上記の番組（以下、本件放送と呼ぶ）は、ＮＨＫとテレビ東京のストレートニュー

スと、中国放送のそれに近いものを別として、先に指摘したとおり、現場からの中継

レポート、ＶＴＲ映像、コメンテーターのスタジオトークなど、種々の演出を組み合

わせ、被告・弁護団と被害者遺族の主張を対立的に描いたうえで、番組として、被告・
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弁護団が提示した事実と主張に強く反発・批判する内容となっていた。 

…… 

 例えば、ある番組の司会者は、被告・弁護団がこれまで事実として認定されてきた

犯行態様を否定し、別様の要因からなる傷害致死を主張したことに対し、「命乞いのシ

ナリオ」と呼び、「万が一にもこのような主張が採用されることはないと思うんですが、

その万が一がもしあったとしたら、もう世も末と言わざるを得なくなってしまうとい

うことなんですね」と言う。 

 この番組は、その「命乞いのシナリオ」がどのような文脈や根拠から出てきている

のかを掘り下げていないため、被告の奇異な発言だけが浮き彫りにされ、法廷審理で

何が争われているのか、視聴者にはわからない構成になっている。 

…… 

 別の放送局の番組では、やはり司会者が「『ドラえもんが何とかしてくれる』って、

笑わせるんじゃないよって言いたくなるよな」「女性をね、殺して、ねっ、暴行する。

それは何のために？ 『殺した女性を復活させるため』。そんなもん、世の中で通用す

るわけないでしょ」と、あきれ顔で言っている。 

 この番組にも、被告の、一見荒唐無稽にしか思えない発言の真意が何であるかにつ

いての取材や解説がない。犯罪は被告の内にある何らかの荒唐無稽、異常、異様、破

綻、失調等々がなければ起きなかったはずだから、そのよって来たるところを探るこ

とこそがメディアの仕事であろう。しかし、ここにはその取り組みがないまま、片言

をとらえただけの表面的な断定しかない。 

…… 

 某局のある番組は「光市母子殺害で大弁護団21人集結の『目的』」というテロップの

あとで、暗い照明で浮かび上がらせた弁護団一人ひとりの顔写真を映し出し、その後、

被害者遺族が「（彼らは）被告人を救おうということよりも、救うことが手段であって、

目的は死刑制度廃止ということを社会に訴えること」と語るシーンをつなげ、それを

引き取った司会者が「この21人の弁護団のそもそもの目的というのが、はっきり浮か

び上がってきたなあ、という感じがいたします」とつづける。 

 これも「弁護団」対「被害者遺族」という対立構図を描いた番組のひとつである。

たしかに弁護団のなかには死刑制度廃止を訴えてきた弁護士も何人かいるようだが、

それ自体は思想信条の自由に属す事柄である。しかも、死刑制度廃止論はこの差戻控

訴審の争点にもなっていないし、彼らがその主張を法廷で述べた形跡もない。番組制

作者がそれでも死刑制度廃止論者が弁護人になったこと自体が重要テーマだと考える

なら、きちんとした取材に基づいて、それが批判するに値する事柄であるという理由

を示す必要がある。それがないままに、被害者遺族の意見を引用・紹介し、そこに同

調するだけで終わっている。 
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…… 

 また、別の局の別の番組では、被告が精神鑑定の際に「（被害者の主婦）はまだ生き

ている」「僕は死刑になってもいい。先に来世で会えるので、再会したときは、先に自

分が夫になる」などと語ったとされる言葉をイラストと声優の声で再現した。これを

受けたゲストが「被告がね、明らかにこういうことを法廷でもし言ったとしたら、こ

れ、遺族を侮辱する発言じゃないですか」「ほんとうに遺族にとって申し訳ないと思い

ますよね、こういう発言、法廷でされるということは」とコメントしている。 

 これも被告の奇異な主張やふるまいを批判的に紹介した番組だが、コメンテーター

は勘違いしたのか、法廷での発言であることを前提として、自説を述べ、批判してい

る。司会者は訂正したり、補ったりもしていない。精神鑑定の際の発言は、それを基

に鑑定人がどう判断したかこそがポイントだが、鑑定結果に関する紹介はない。批判

はむろん自由であるが、番組はコメンテーターの憤懣を見せるだけで、その奇異さを

もたらしたものが何であるかについて、冷静に考察しようとする姿勢を見せないまま

終わっている。 

     ＊ 

 番組が、あるいは番組制作者がみずからの見方や考えを強く打ち出した内容を放送

することは、言論表現機関として当然のことであり、それ自体としては、民主主義を

支える多様・多彩な情報提供や表現として、積極的に肯定されるべきである。 

 しかし、そのためには、前に述べた「放送倫理基本綱領」をはじめとするガイドラ

インや基準が掲げる公正性・正確性・公平性の原則に即し、十分な調査や取材に裏付

けられた根拠があることが前提である。とくに立場のちがう関係者が相争う刑事裁判

のような場合には、現代の司法制度に関する基本的知識をきちんと踏まえ、双方の言

い分とその狙いをていねいに取材・調査することが不可欠である。 

 また、視聴者にわかりやすく伝える手法のひとつとして、裁判の過程で垣間見える

人間ドラマにスポットを当て、種々の演出を凝らして番組を作ることは十分にありう

ることだが、その場合でも、加害者・被害者双方の人間像に深く届く洞察がなければ、

薄っぺらな勧善懲悪モノに陥り、この裁判の意義と意味を見失わせ、かえって視聴者

に誤解を与えるものになってしまう。 

 先に、委員会が「（本件放送は）被告・弁護団が提示した事実と主張に強く反発・批

判した内容となっていた」と、あえて「反発」という言葉を使ったのは、番組の多く

がきわめて「感情的」に制作されていた、という印象をぬぐえないからである。冷静

さを欠き、感情のおもむくままに制作される番組は、公正性・正確性・公平性の原則

からあっという間に逸脱していく。それはまた、民主主義の根幹をなす、公正な裁判

の実現に害を与えるだけでなく、視聴者・市民の知る権利を大きく阻害するものとな

る。 
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 委員会が憂慮するのは、この差戻控訴審の裁判中、同じような傾向の番組が、放送

局も番組も制作スタッフもちがうのに、いっせいに放送されたという事実である。取

材や言論表現の自由が、多様・多彩な放送に結びつくのではなく、同工異曲の内容に

陥っていくのは、なぜなのか。 

 そこにはかつての「集団的過熱取材」に見られたような、その場の勢いで、感情的

に反応するだけの性急さがなかったかどうか。他局でやっているから自局でもやる、

さらに輪をかけて大袈裟にやる、という「集団的過剰同調番組」ともいうべき傾向が

なかっただろうか。こうした番組作りが何の検証や自省もされないまま、安易な「テ

レビ的表現」として定着してしまうことを、委員会は憂慮している。 

 こうした問題意識から、委員会はとくに次の２点を念頭に置いて、あらためて上に

掲げた番組を視聴するとともに、各局に対する概括的アンケートと、番組制作者から

の聴き取り調査を行い、公正性・正確性・公平性の観点から、検証を進めることにし

た。 

（１）番組制作者は、刑事裁判の仕組みをどの程度理解していたか 

（２）番組制作者は、本件差戻控訴審を「人間ドラマ」として取り扱う場合でも、適

切な取材・演出・表現をしたか 

 

Ⅴ 刑事裁判――その前提的知識の不足 

【問題の所在】 

 裁判制度に照らして見るとき、本件放送の際立った特徴は次の２点だった。 

（１）被告・弁護団に対する反発・批判の激しさ 

（２）裁判所・検察官の存在の極端な軽視 

 前者は、「第１、２審で争わなかった事実問題を、差戻控訴審になって持ち出すのは

おかしい」「被害者遺族の無念の思いを踏みにじっている」「弁護団は死刑制度反対の

ために、この裁判を利用している」等々の反発・批判をさかんに浴びせたことを指す。

多くの番組がそのことだけに終始した、という印象すらある。 

 その裏返しとして、ほとんどの番組は、裁判所がどのような訴訟指揮を行い、検察

官が法廷で何を主張・立証したか、第１、２審の判決にもかかわらず死刑という量刑

を追い求めた理由は何なのかについて、まったくといってよいほど伝えていない。そ

の分、被告・弁護団が荒唐無稽、奇異なことを言い、次々に鑑定人などの証人尋問を

行って、あたかも法廷を勝手に動かしているかのようなイメージが極度に強調された。

これが、後者の問題である。 

 これらの背景には、番組制作者に刑事裁判の仕組みについての前提的知識が欠けて

いたか、あるいは知っていても軽視した、という事情があったのではないだろうか。 



11 

【意見１ 本件放送は、裁判を主宰する裁判所の役割を忘れていなかったか】 

 言わずもがなであるが、裁判を主宰するのは裁判所である。裁判所は訴訟を指揮す

る強い権限を持ち、検察官と被告・弁護人の双方の主張を聞き、証拠の採否を決定し

て、真実を明らかにすべく審理を遂行する。 

 しかし、本件放送からは、こうした裁判所の存在がまったくうかがえない。中継レ

ポートの背景に、差戻控訴審が行われている広島高裁の建物が映っていただけで、裁

判所の役割が何であるのか、最高裁の判決を受けてどのような訴訟指揮を行ったのか、

その理由や狙いは何なのか、等々について、いっさいの説明がない。 

 今回の差戻控訴審で被告・弁護人が提出したさまざまな事実や主張は、たとえそれ

らが第１、２審で提起されず、あるいは重要視されなかったものであり、また一見、

奇妙に見えるものであっても、その全体が、裁判所が差戻審の審理において必要と認

めた弁護活動の一環であった。裁判所が認めなければ、法廷では検察官も被告・弁護

人も勝手に活動するわけにいかないことは、自明の理である。 

 その意味では、本件放送の多くが反発・批判の矛先を被告・弁護団にのみ向けたこ

とは相当な的外れであり、もしそれを言うなら、そのような訴訟指揮を行った裁判所

に対して、まず言わなければならなかったはずである。裁判は裁判所が主宰するとい

う初歩的な知識を欠いた、あるいは忘却した放送は、それがセンセーショナルに、ま

た感情的に行われれば行われるほど、視聴者に裁判制度に関するゆがんだ認識を与え

かねないものだった。 

 

【意見２ 本件放送は、刑事裁判の「当事者主義」を理解していたか】 

 今日、日本を含む民主主義社会の刑事裁判を特徴づけているのは、「当事者主義」で

ある。ここで言う当事者とは、検察官、被告・弁護人のことであり、事案の解明や証

拠の提出の主導権が、これら当事者にゆだねられている、という意味である。 

 裁判所自体は、両当事者の主張・立証に基づき、審判の主体として、事実を認定し、

法律に基づいた判断を下す役割を担う。 

 当事者主義は、裁判所みずからが積極的に真実を探索する「職権主義」としばしば

比較されるが、被告人の人権の保障、証拠収集の確実性、判断の公平性等の観点から、

真実発見のために歴史的に形成された最良の手段であるとの評価が定着している。 

 こうした刑事裁判にあっては、検察官は、被害者やその家族・遺族の代弁者ではな

く、国家的利益をはかる立場に立って、被告の犯罪を特定し、裁判所に裁くべき内容

（訴因）を提示し、これを証明する役割を担っている。対して弁護人の役割は、被告

との信頼関係のもとに、被告の利益を守る立場から、訴因について反論し、合理的な

疑いの存在について主張と立証を尽くすことにある。 

 このことは、今回の差戻控訴審であっても、基本的には変わらない。検察官の求め
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にもかかわらず犯行時の年齢と更生可能性を考慮して死刑を選択しなかった第１、２

審とそれを破棄した最高裁の判決をふまえて、検察官は何を主張・立証しようとした

か、それに対して被告・弁護人はどう反論・反証したか。これらのポイントを整理し、

事件と裁判の全体像を明らかにし、伝えることが、番組制作者の仕事だったはずであ

る。しかし、本件放送において、検察官の主張や立証の内容を伝えたものは皆無と言

ってよかった。第１、２審の判決にもかかわらず上告をして死刑判決を求めた検察官

の意図は何であったのか、それは差戻控訴審でどう展開されたのか、検察官は弁護団

の新たな主張と立証にどう対応したのかといった事実を知らせることは、弁護団の主

張・立証の意味を正確に理解し、公正・公平に評価する上でも、不可欠だったはずで

ある。 

 そのかわりにあったのは、被告・弁護団と被害者遺族を対立的に描く手法だった。

法廷での被告の供述や弁護団の記者会見での発言映像のあいだに、被害者遺族の記者

会見等における発言映像をはさみ、対比させる構成である。 

 こうした手法によって、差戻控訴審が、あたかも被告・弁護団と被害者遺族との攻

防であるかのような誤解を視聴者に与えているばかりか、検察官も被害者遺族と同様

の主張・立証を行ったかのような印象を濃厚に醸し出している。 

 被害者遺族が凜として入廷していく姿や、集中審理傍聴後の会見等で、愛する家族

を失った無念さをにじませながらも冷静に語る様子には、誰しもが胸を打たれるもの

があった。それだけにこの対比的手法には、刑事事件における当事者主義について、

視聴者に誤解を与える致命的な欠陥があった。 

 

【意見３ 本件放送は、弁護人の役割の認識に欠けるところがなかったか】 

 当事者主義のもとでの弁護人には、被告に対して、被告のために最善の弁護をする、

という「誠実義務」が課せられている。 

 被告は、強力な権限を行使して迫ってくる検察官に対して自己を防御しなければな

らない、という境遇にある。一般私人であれば、訴訟能力もさほど持ち合わせていな

いだろう。弁護人はそうした苦境にある被告とのあいだで信頼関係を築き、ときには

被告に不利な事情にも踏み込んででも、可能なかぎりの事実と関係情報を集め、それ

を被告にもっとも有利な主張や立証として組み立てて法廷に提示することにより、全

力を尽くして被告人を弁護しなければならない。それが、弁護人の誠実義務である。

この義務に違反することがあれば弁護人は懲戒処分の対象になる。 

 弁護人が被告人に有利だと判断して法廷にあらたな事実を提示し、争うことは、場

合によっては被害者やその家族・遺族を傷つけることにもなりうるが、だからといっ

て弁護人が、被告の主張している事実を提出しなかったりすれば、この誠実義務に背

馳することになるのである。 
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 付言すれば、弁護人には、その公的、公益的な地位を勘案したとしても、被告に対

する誠実義務や守秘義務に背いて、被告に不利な方向での「真実」発見に関する証拠

や情報を進んで積極的に提出・開示するという義務（積極的真実義務）はない、とさ

れるのが一般的な理解である。 

 弁護人にこのような義務を課し、もっぱら被告人のために立証・主張を尽くさせる

のは、そのような役割をつとめる専門家がいなければ、真実を発見し、認定すること

はむずかしい、という司法の歴史的経験に由来している。三審という司法制度の背景

をなすのも、真実発見は容易ではなく、審理は慎重に行わなければならない、という

歴史的経験に培われた認識である。 

 今回の差戻控訴審では、あらたに弁護団が結成され、第１、２審が犯行の動機や態

様などの解明や事実認定を十分に行わなかった、と主張し、第１回の公判で「更新意

見」を陳述するとともに、被告・弁護人の主張や集中審理で立証しようとする詳細も

明らかにしていた。 

 裁判所は、最高裁の破棄差戻判決をふまえた審理を行うのであるが、弁護団が求め

るこれらの立証を行うことを認め、その訴訟指揮のもとで、弁護人らは弁護活動を行

ったのである。そして、その結果として、本件放送でも繰り返し取り上げられること

になる被告のさまざまな、一見荒唐無稽とも思われる供述が行われ、また精神鑑定の

際の奇異な発言等が紹介されることになった。 

 被告は弁護人らの質問に答え、「被害者（の主婦）を通して、（自殺した）実母の姿

を見ていた」「このお母さんに甘えたいと思った」「（幼児を床にたたきつけたことにつ

いて）事実無根です」「（被害者を殺害しようと思ったことは）まったくありません」

「（屍姦は）生き返らせようとしてやった」「（幼児の遺体を押し入れ天井裏に放置した

ことについて）ドラえもんは押し入れが寝室なので、何とかしてくれると思った」等々

を語った。 

 また、精神鑑定において、「被害者に来世で会う」「自分が（被害者の主婦の）夫に

なる可能性がある」などと語っていたことも明らかにされた。 

     ＊ 

 委員会が行ったアンケートと聴き取りの調査によれば、今回の差戻控訴審の弁護団

は通例では見られないほど多数回の記者会見や背景説明（記者レク）を行っている。

３回の集中審理の際には１、２日目は記者レク、３日目には記者会見を開き、会見に

は相当の時間がさかれていた。 

 各放送局の番組制作現場にリアルタイムで伝送され、インターネットでも公開され

ているそれらの映像を見ると、被告の犯行時における事実を争っている点についても、

弁護団は何度か、第１、２審の「捜査機関、弁護人、裁判所がそれぞれ事実を事実と

して見ていなかった」「司法の怠慢である」「弁護人が事件の大きさに圧倒されたこと
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が、事実の究明を鈍らせた」等々と説明している。 

 そこではまた、荒唐無稽、奇異に思われる被告のあらたな供述や殺意の否認につい

ても、じつは「家庭裁判所の鑑別記録、捜査段階における供述、第１審の被告人質問

等にすでに現われている」旨を言い、具体的な内容を例示している。 

 しかし、これに対する記者・番組制作者からの質問は低調であり、各記録に記載さ

れた正確な文言、その文脈や意味するところについて問いただしてもいない。本件放

送の内容からすれば、当然、記者らには疑問や異論や違和感があったと想像されるが、

弁護団とのコミュニケーションは成立していない。番組によっては、番組制作者がこ

うした記者会見の場に立ち会うこともなく、地元系列局の記者から送られた簡単なメ

モ程度の材料しかないまま、放送に臨んでいた。 

 本件放送では、こうした弁護団の記者会見の映像はときどき映し出されたが、その

「内容」は触れられず、弁護人の一人が「司法の怠慢である」と述べた箇所が、脈絡

なく、放送されるだけであった。これでは視聴者は、弁護団が何を主張しているのか、

どこを争点にしようとしているのかについて、理解するためのヒントすら得られない。

公平で正確な情報提供という観点からは、これは大きく外れた内容だったと言わざる

を得ない。 

 ここには、真実はすでに決まっている、と高をくくった傲慢さ、あるいは軽率さは

なかっただろうか。被告や弁護団の主張・立証など、裁判所が認めるはずがない、と

いう先入観はなかったか。あるいは、いちいちの事実の評価を被害者遺族の見方や言

葉に任せてしまい、自分では考えない、判断しない、という怠惰やずるさはなかった

と言えるだろうか。 

 カメラは「現在」しか写し取ることはできない。その意味ではテレビが目の前にた

えず生起する新しい出来事に着目し、そこだけに光を当てた放送になることは無理か

らぬことかもしれない。しかし、カメラに写らないからといって、被告の過去の供述

をなかったものとして扱い、今回は過去とはまったく異なる、新しい供述をしたかの

ように描くのは、その供述の唐突さを強調することにしかならない。それが尋常では

理解できない内容であってみれば、荒唐無稽さや奇異さばかりを目立たせる結果とな

る。 

 目の前のことしか写せないカメラの限界を破っていくのが、番組制作者の力量とい

うものである。現在の事実、現在の供述を取材し、伝えるだけでは不十分であり、そ

の背後にあるものを探る意欲と努力なしには、放送の公正性・正確性・公平性は実現

できるものではない。 
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Ⅵ 被告人報道――いわゆる「素材負け」について 

【問題の所在】 

 犯罪は、正常とされる状態からの逸脱として起きる。何が正常で、何が異常かを判

断することは必ずしも容易ではないが、人間の内面で何か正常でないことが起き、そ

れが正常とされる状態を逸脱する行為として実行されたとき、犯行となる。 

 いったい何が人間を正常から異常へ、さらには逸脱へと促すのか。犯罪を裁き、あ

るいは調査・取材しようとするとき、犯行に先立って、あるいは犯行のさなかに、そ

の人間の内面で起きた意識的・無意識的な情動を探ることが欠かせない。殺人のよう

な重大犯罪の場合、被告の内面の動きがどのようなものであり、それがどう動機を形

成し、いかにして実行に移されたのかを一連の、全体をなすものとして解明しなけれ

ば、犯行の計画性も犯行態様の意味も量刑も判断できない。 

 ここでのむずかしさは、大別して３つある。第１は、最初に何か正常でないことが

起きるところが被告の内面であり、そこは外部からは容易にはうかがい知れないから

である。 

 第２に、その内面で生じたことのなかに、そもそも正常とは言えない異常性がはら

まれていること。一般の正常人には、ときには突拍子もないと思われることの意味を

洞察するのは簡単ではない。 

 そして、３番目には、被告の内面に生じた異常性が何によってもたらされたかを推

し量ることの困難さがある。性格的な偏りや病気なのか、脳の器質性疾患なのか、あ

るいは生育の途中の問題なのか、家族や地域や社会に内在する問題と密接に関連した

複雑な要因なのか。１つ１つを検討するには、かなりの知識と経験と根気強さがいる。 

 テレビが、視聴者にわかりやすく事件・犯罪・裁判を伝えようとすることは、大事

な意気込みである。そのとき番組制作者は、事象に表われた人間像に着目し、その思

考や行動を描こうとする。加害、被害の両方の関係者に取材し、イラストやナレーシ

ョンや再現ドラマ風の演出等を駆使し、人間像の側から出来事の本質に迫ろうとする。

こうしたアプローチも、テレビ的表現のひとつである。 

 しかし、本件放送をいくら仔細に見ても、被告人の人間像の描き方は断片的であり、

一面的でフラットである。いちいちの供述がどのような文脈で語られたのか、何を意

味するのかについても、まったく不明のまま、被告がたんに荒唐無稽で、奇異なこと

ばかり言っているという印象が強調されることとなった。 

 精神鑑定における発言に至っては、たんに片言を切り取って、引用するだけで、そ

れらをもとに、鑑定人が何を考察し、鑑定結果はどうだったのかの説明もされていな

い。まるでその内面に迫ることが悪いことでもあるかのように、何かに遠慮し、尻込

みしている気配すら感じられる。 
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 本件放送の基本的構成を見ると、こうした被告の供述の目立った部分だけを、イラ

ストやナレーションによる再現で断片的に紹介したかと思うと、次の場面では記者会

見やインタビューに応じた被害者遺族を登場させ、いまの被告の供述や、それをしゃ

べらせた弁護団を非難し、無念や怒りの気持ちを語らせて打ち消す、というものであ

る。話しているのは被害者遺族である。番組制作者はその陰に隠れ、何も言っていない。 

 そして、スタジオの司会者やコメンテーターが、被告・弁護団を強く非難し、被害

者遺族に同情・共感を示す――その繰り返しが、基本になっている。 

 これでは、「悪いヤツが、悪いことをした。被害者遺族は可哀相だ」という以上のこ

とは、何も伝わってこない。巨大な放送システムを持ち、大勢の番組制作者がかかわ

り、演出や手法のノウハウを蓄積しているはずのテレビが、新聞の見出しを見ただけ

で、誰でも口にできるようなことしかやっていない。いったい番組制作者は何を調査

し、何を思い、何を考えたのか。被害者遺族が語ったこと以外に、言いたいこと、言

うべきことはなかったのか。画面には、取材し、考察し、表現する者の存在感が恐ろ

しく希薄である。そのような番組しかなかったことに、委員会は強い危惧を覚えない

わけにはいかない。 

 人間の内面から発し、行為・行動の結果として行われた犯罪から、われわれは何を

汲み取るべきなのか。加害者がある必然に導かれるように犯罪に向かい、被害者は不

幸にして偶然に被害者になる、という気味の悪い事件・犯罪が頻発する今日、この安

易な対比的手法は事件それ自体の理解にも、犯罪防止にも役立たないことは明らかで

あり、深刻に再考されるべきである。 

     ＊ 

 なお、一部の番組は、少年の精神鑑定を行った大学教授の信用性をことさらに貶め

るような演出を行い、しかもその場面に、本人の了解なく、また「資料映像」である

との断わりもなく、過去に別の放送局が行った、まったく別テーマの取材インタビュ

ー時の映像を流用し、放送したことがうかがわれる。これは、視聴者に、あたかも今

回、教授が少年の精神鑑定について語っているかのような誤解を生じさせる放送だっ

た。 

 過去に撮影した映像を「資料映像」として使うことは、テレビではしばしば行われ

ていることではあるが、このような強い演出意図がある場面で、本人の好意的了解の

もとで撮影された別の映像を無断で使用することの是非は、今後のためにも真剣に検

討されなければならない。この件について、当該局は、精神鑑定を行った教授にあら

ためて映像使用の意図を説明し、納得を得る努力をするべきである。 

 

【意見４ 本件放送は、被告人の人間像を捉え損なっていないだろうか】 

 委員会は前述のとおり、８放送局の20番組、33本、７時間半におよぶ放送を視聴し



17 

た。そのなかにひとつとして、被告人の心理や内面の分析・解明を試みた番組はなか

った。このこと自体が異様なことであると、まず言っておかなければならない。 

「７年も前の事件で、労力とコストをかけて取材調査しても、直接的な手がかりが得

られない」「それだけの時間的余裕がない」等の理由は理解できないわけではない。 

 しかし、今回の差戻控訴審では、弁護団が被告の供述や心境等についてそれなりに

詳しい説明を行っている。むしろそれを示すことが、被告・弁護団にとっての差戻控

訴審の意味だったとすら言えるだろう。もちろん記者・番組制作者がそこで得られる

ものは、被害者遺族から得られるような直接的な発言ではなく、弁護団の選択や解釈

を経た、いわばフィルターのかかった間接的事実や情報かもしれないが、それらを手

がかりにし、独自の取材や考察を行えば、一定程度は被告の内面や人間像に踏み込ん

だ番組ができたはずである。 

 付言すれば、近く導入される裁判員制度のもとでは、被疑者・被告人の生育歴やそ

こから読み取れる人間像の報道が相当程度制限される可能性が取り沙汰されている。

言論表現の自由を旨とする放送局にはこうした制限に対する批判が強いようだが、そ

うであればいっそう、いまのうちにきちんと被告の内面・人間像に迫り、この種の報

道の公益性や有益性を示しておくべきではなかったろうか（裁判員制度のもとでの報

道のあり方については、まだ確定的ルールは決まっていない。註３を参照）。 

 こうした試みがなされなかったのは、どうしてなのだろうか。 

 そう質問したとき、聴き取り調査に応じたある番組制作スタッフが浮かべたのは、

「それが何か（問題ですか）？」という表情である。それは、被告の内面を限られた

手がかりからでも洞察してみる、それを番組にする、という発想など、最初から頭に

なかったことをうかがわせた。 

「死刑かどうかだけがニュースであって、被告の内面など解明する意味がない」 

「結果の重大性や被害者遺族の心境から見れば、小さな問題だ」 

「被告の供述も、弁護団の説明も信用ならない」 

「荒唐無稽な供述、奇異な振る舞いは合理的な理解が不能で、取り上げるに値しない」 

 委員会が視聴した33本の番組の大半からは、ストレートには言わないにしても、こ

うしたメッセージが伝わってくる。それは、聴き取り調査においても同じであった。 

 たしかに事件は悲惨だった。若い主婦と幼い子どもの命が、ある日突然、暴力的に

奪われるなどということがあっていいはずがない。夫であり、父親である被害者遺族

の喪失感と悲しみ、怒りと言葉にならない思いは、人間としての普通の感覚さえ持ち

合わせていれば、誰しもがありありと想像できる。 

 しかし、だからこそ、なぜこのようなひどいことが起きたのか、こんな非情なこと

をやったのはどういう人物なのか、なぜその少年はこんな凶行に手を染めるような人

間になったのか、２度と再びこうしたことが起きないために、どうすればよいのか、
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と考えることも大切ではないか。世の中に何かを伝え、働きかけることもできるマス

メディアの仕事にかかわっていれば、ますますそうではないだろうか。 

 ここに、被告に対して強い処罰感情を持つ被害者遺族に同情・共感するだけではす

まない、メディア関係者の、番組制作者の役割がある。あえて言えば、それは責務で

もあるだろう。 

 犯罪が正常なるものからの逸脱行為であってみれば、合理的に理解できるものから

かけ離れているのは当たり前のことである。被告に理性や合理的思考が備わっていた

ら、そもそも母子殺害に及ぶこともなかっただろう。被告の内面で起きた荒唐無稽、

奇異で異様なこと、その要因を探ることのなかに、取材や番組制作のもうひとつの意

味と醍醐味もあったはずである。 

 言うまでもないが、それは被告に同情することでも、弁護団の主張に同調すること

でもない。取材や調査によって、被告・弁護団の言い分を否定し、ひっくり返すこと

もありうるからだ。ひとえにそれは、メディアの力によって真実に近づくことである。 

 しかし、残念ながら、本件放送には、そのような意欲や取り組みは見受けられなか

った。多くの番組は、被害者遺族に同情し、共感するところで止まってしまい、被告・

弁護団の主張・立証を最初から、荒唐無稽で奇異なものとして全面的に退けてしまっ

ている。 

 そのことが、みずからの取材ソースや取材の方向を狭めてしまい、さらには被告の

人間像を洞察する努力の放棄につながって、結果として、強い処罰感情を吐露しつづ

けた被害者遺族の姿とコメントに依存する番組制作につながっていく――ということ

はなかっただろうか。そして、その結果として、全く多様性を失った一面的な放送に

なりはしなかっただろうか。 

 テレビの世界には、「素材負け」という言葉がある。委員会としては、悲惨な事件の

裁判がどう放送されたのかをめぐる考察のなかで、このような言葉を使うことに躊躇

いを覚えるが、それでも番組制作者の理解を促すために、あえて使うことにする。本

件放送は２つの意味で、素材負けをしていたと言わざるを得ない。 

 第１に、被告の荒唐無稽、異様な人物像を捉え損なった点で。第２に、被害者遺族

のひたむきな姿勢、痛切な思いに頼りきった点で。 

     ＊ 

 なお、今回の差戻控訴審について簡略に報道したストレートニュースのなかには、

「無期懲役か死刑かが争われている裁判」というような言いまわしが散見された。こ

れは必ずしも間違いとは言えないが、また、委員会がここに主な対象として述べてい

る情報系番組の問題点には直接関係しないが、事件・犯罪・裁判の内側まで踏み込ん

で理解しようとしていない点で、同じ問題を内包しているのではないだろうか。 

 実際にどうであったか、これらの放送にかかわった番組制作者一人ひとりに考えて
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いただきたいと、委員会としては切望する。 

 

【意見５ 本件放送は、裁判の全体を見ようとする意欲に欠けていなかったか】 

 刑事裁判では現在、写真・ビデオ撮影は開廷前の短時間に限定され、音声録音は全

面的に禁止されている。そのため各放送局は法廷シーンをイラスト化したり、関係者

の声をアナウンサーや声優の声によって代替するなど、それぞれに演出している。俳

優等を起用して、法廷内の様子を再現するドラマ風の演出手法が採られることもある。

今回の差戻控訴審の場合も、同様だった。 

 本件放送ではこれらのほかに、公判廷を傍聴した記者やレポーターの報告、ビデオ

収録した識者のコメント、スタジオに招いたゲストのコメントや議論をまじえるなど、

さまざまに工夫した演出手法が見られた。 

 映像と音声をともなうテレビには、活字メディアなどとは比較にならないほどの強

い訴求力がある。イラストの１本の線、ナレーターの声のトーンひとつで、視聴者が

その人物に向ける好悪の感情、信不信の意識が左右されてしまう。司会者やキャスタ

ーの仕種や番組の進め方、記者やレポーターの表情や語り口といった非言語的表現も、

ときには視聴者や世論を動かすことがある。 

 しかし、これら数々の演出にもかかわらず、伝わってくるのは、「悪いヤツが悪いこ

とをした。被害者遺族は可哀相だ」ということだけだった。そんなことはわかりきっ

ている。だからこうやって裁判が行われているのではないか。では、この事件はなぜ

起きたのか、どうすればこうした犯罪を少しでもなくせるのか、とテレビ画面に目を

凝らしても、視聴者には皆目見当もつかない。 

 このような演出手法は、スタジオのコメンテーターの発言内容にも大きな影響を与

えたように思われる。 

 本件放送に出演したコメンテーターは、光市母子殺害事件をとりたてて取材・調査

してきたのでも、裁判を傍聴してきたわけでもない。それぞれの専門分野の経験と知

見を活かして、この事件にかぎらない、さまざまなテーマについての批評や感想を求

められる立場である。 

 こうした役割のコメンテーターが、対立的図式ばかりが強調されたＶＴＲ映像を見

せられたら、被告の荒唐無稽、異様な供述にあきれ、怒り、同時に被害者遺族に対す

る同情と共感をますます強めることは間違いない。被告を弁護する弁護団に対しても、

冷静ではいられなくなることもあるにちがいない。 

 司会者、キャスターも同様だろう。本来、司会者やキャスターの役割のひとつは、

ゲストやコメンテーターの発言が一方向に流れ、極論に傾いた際の調整役として機能

することにある。その調整によって、多様で多角的な事件報道という基準が実現され

るのである。だが、そのためには、彼（彼女）が、みずから取材・調査を行って、自
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分なりの意見を持つか、番組制作者からあらかじめ別様の情報や見方を提示しておい

てもらうしかないが、そのような努力や対処を行った番組は極端に少なかった。 

 問題はやはり、番組制作者にある。番組制作者が差戻控訴審に関する番組を企画す

るに当たって、事件発生から今日までの流れ、事件・犯罪・裁判報道の基本的役割、

少年事件における量刑基準のあり方についての議論、被告の内面や人間像を洞察する

ことの重要性、刑事裁判の当事者主義や弁護士の誠実義務、真実義務等々にもう少し

自覚的であれば、本件放送の内容はちがったものになったであろう。 

 そうした全体的な視野を志向する意識の希薄さ、あるいは欠落が、本件放送をいび

つに偏ったものとした。 

     ＊ 

 ついでながら、本件の検証作業中、委員会は、ある地方放送局の取材クルーが弁護

団の了解のもと、弁護団の側から差戻控訴審の過程を取材していることを仄聞した。

それがどのような取材であり、どんな番組になるのかは不明だが、これも真実にアプ

ローチするひとつの方法であろう。 

 多様な見方、多彩な表現を提示すること、そこに番組制作の醍醐味とむずかしさと

面白さがあり、この社会が成熟していくための鍵があることを、放送関係者一人ひと

りが肝に銘じていただきたい、というのが委員会の期待である。 

 

Ⅶ おわりに  

 「巨大なる凡庸」――とは、７時間半におよぶ本件放送を見終わったあとの委員会

の席上で、ある委員が口にした感想である。 

 巨大とは、テレビそのもののことである。大事件をめぐって、何十人、何百人とい

う取材陣と番組制作スタッフがどっと動き、いっせいに同じことを伝える。ごった返

す取材現場と時間に追われる制作現場から送り出された映像と音と言葉は、たちまち

家々のテレビ画面に、個々人の携帯端末にあふれかえる。テレビはまず、規模が巨大

である。 

 だが、光市母子殺害事件の差戻控訴審を伝えた数々の番組は、そうであるだけでは

なかった。ほぼすべての番組が、「被告・弁護団」対「被害者遺族」という対立構図を

描き、前者の荒唐無稽と異様さに反発し、後者に共感する内容だったことはすでに指

摘したとおりだが、反発と共感のどちらを語るときも、感情的だった。 

 感情的ということのなかには、その口調や身振りが感情的だったということもある

が、もうひとつには、刑事裁判という法律の世界の出来事を、普通の人間の実感レベ

ルだけで捉え、反応しているという意味もある。刑事裁判の仕組みなどそっちのけで

弁護団に反発したり、文脈や証拠価値のちがいも区別しないまま、被告の法廷での供
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述と、精神鑑定の際の言葉をいっしょくたに非難したり、などというのは、その一例

だった。 

 もちろん実感は、大切なものである。季節感、生活感、現実感をなくしたら、人生

の意味は半減してしまうかもしれない。しかし、他方で私たちは、自分の好き嫌いを

押し通したり、気に食わない、やられたらやり返せ、などと実感のおもむくままにや

っていったら、わが身の暮らし、地域や世の中、そこらじゅうが大変なことになるこ

とも、少しは知っておいたほうがよい。 

 凡庸は、こうした大切でもあれば、危うくもある、実感の過剰を指している。被告

の供述や精神鑑定の場で語ったとされることは、それだけを取り出せば、奇異で異様

な言葉である。そのことは実感のレベル、常識のレベルで考えれば、誰でもわかる。 

 しかし、本件放送は大人数で、大がかりな番組制作をしながら、そこで止まってい

る。テレビはその規模の大きさゆえに、多くの視聴者の実感レベルでの反応を引き起

こしただろうが、両方が巨大なる凡庸のままで終わっていて、その先がない。この状

況を作り出したのは、まずテレビである。その番組の作り方だった。 

 公正性・正確性・公平性の原則を十分に満たさない番組は、視聴者の事実理解や認

識、思考や行動にもストレートに影響する。一方的で感情的な放送は、広範な視聴者

の知る権利に応えることはできず、視聴者の不利益になる、ということである。番組

制作者は目の前の事象に反応するだけでなく、種々さまざまな視聴者がそれぞれ何を

求めているかについても、考えをめぐらせる必要がある。 

 裁判員制度の導入が目前に迫っている。一般市民が裁判員となり、裁判官といっし

ょに刑事事件被告の有罪無罪や量刑を決めることになる。制度導入は「裁判を身近で、

わかりやすいものにするため」とされているが、少なくともそれは、好き嫌いや、や

られたらやり返せ式の実感を裁判に持ち込むことではないはずである。それでは、法

以前の状態への逆戻りである。だが、テレビはいま、そうしたゆきすぎた実感の側に

人々を誘い込んでいないだろうか。 

 法治とは何であるか、刑事裁判の構造的原理は何か、なぜ裁判では犯行事実がわか

っているのに、被告の生育歴を調べたり、精神鑑定までするのか、法はどうして成人

と少年を区別しているのか、被害者とその家族や遺族の無念の思いは、どうすれば軽

減・救済できるだろうか――司法をめぐるひとつひとつの問いのうしろに、法律によ

って苦しみ、法律によって救われた人間たちの歴史がある。まだ答の見つからない問

いの前で、いまも苦しんでいる人間がいる。 

 事件・犯罪・裁判を取材し、番組を制作する放送人たちが、テレビの凡庸さに居直

るのではなく、これらのことに思いを馳せ、いま立ち止まっているところから少しで

も先へと進み出ることを、委員会は希望する。 
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註１ 

 以下は、ＮＨＫと日本民間放送連盟が共同で、あるいはそれぞれに掲げている放送

倫理綱領や放送基準などから、公正性・正確性・公平性の原則にかかわる項目を抜き

出したものである。 

 

放送倫理基本綱領（ＮＨＫ 民放連 1996年） 

「放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明

らかにし、公正を保持しなければならない」「報道は、事実を客観的かつ正確、公平に

伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない」 

 

国内番組基準（ＮＨＫ 1998年改正） 

第１章 放送番組一般の基準（第１項 人権・人格・名誉）「２ 個人や団体の名誉を

傷つけたり、信用をそこなうような放送はしない」 

同（第５項 論争・裁判）「１ 意見が対立している公共の問題については、できるだ

け多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う。２ 現在、裁判にかかってい

る事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いをしない」 

第２章 各種放送番組の基準（第５項 報道番組）「１ 言論の自由を維持し、真実を

報道する。２ ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、

せん動的な表現はしない。３ ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意

見とが明らかに区別されるように表現する」 

 

新放送ガイドライン（ＮＨＫ 2006年） 

「意見が対立する問題を取り扱う場合には、原則として個々のニュースや番組の中で

双方の意見を伝える」 

「裁判や論争になっている問題については、できるだけ多角的に問題点を明らかにす

るとともに、それぞれの立場を公平・公正に扱う」 

 

放送基準（民放連 2004年改正） 

第１章（人権）「個人・団体の名誉を傷つけるような扱いはしない」 

第６章（報道の責任）「ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づ

いて報道し、公正でなければならない」 

同「取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意

する」 

第８章（表現上の配慮）「社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、で

きるだけ多くの角度から論じなければならない」 
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第10章（犯罪表現）「犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法廷の場

面などを取り扱う時は、正しく表現するように注意する」 

 

報道指針（民放連 2003年改正） 

２ 報道姿勢「誠実で公正な報道活動こそが、市民の知る権利に応える道である。わ

れわれは取材・報道における正確さ、公正さを追求する」 

（１）視聴者・聴取者および取材対象者に対し、常に誠実な姿勢を保つ。取材・報道

にあたって人を欺く手法や不公正な手法は用いない。 

（３）公平な報道は、報道活動に従事する放送人が常に公平を意識し、努力すること

によってしか達成できない。取材・報道対象の選択から伝え方まで、できるだ

け多様な意見を考慮し、多角的な放送を心掛ける。 

３ 人権の尊重「取材・報道の自由は、あらゆる人々の基本的人権の実現に寄与すべ

きものであって、不当に基本的人権を侵すようなことがあってはならない。市民の知

る権利に応えるわれわれの報道活動は、取材・報道される側の基本的人権を最大限に

尊重する」 

（３）犯罪報道にあたっては、無罪推定の原則を尊重し、被疑者側の主張にも耳を傾

ける。取材される側に一方的な社会的制裁を加える報道を避ける。 

４ 報道表現「報道における表現は、節度と品位をもって行わなければならない。過

度の演出、センセーショナリズムは、報道活動の公正さに疑念を抱かせ、市民の信頼

を損なう」 

（１）過度の演出や視聴者・聴取者に誤解を与える表現手法、合理的理由のない匿名

インタビュー、モザイクの濫用は避ける。 

 

裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針（日本新聞協会 2008年１月16日） 

・捜査段階の供述の報道にあたっては、供述とは、多くの場合、その一部が捜査当局

や弁護士等を通じて間接的に伝えられるものであり、情報提供者の立場によって力点

の置き方やニュアンスが異なること、時を追って変遷する例があることなどを念頭に、

内容のすべてがそのまま真実であるとの印象を読者・視聴者に与えることのないよう

記事の書き方等に十分配慮する。 

・被疑者の対人関係や成育歴等のプロフィルは、当該事件の本質や背景を理解するう

えで必要な範囲内で報じる。前科・前歴については、これまで同様、慎重に取り扱う。 

・事件に関する識者のコメントや分析は、被疑者が犯人であるとの印象を読者・視聴

者に植え付けることのないよう十分留意する。 
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裁判員制度下における事件報道について（民放連 2008年1月17日） 

（１）事件報道にあたっては、被疑者・被告人の主張に耳を傾ける。 

（２）一方的に社会的制裁を加えるような報道は避ける。 

（３）事件の本質や背景を理解するうえで欠かせないと判断される情報を報じる際は、

当事者の名誉・プライバシーを尊重する。 

（４）多様な意見を考慮し、多角的な報道を心掛ける。 

（５）予断を排し、その時々の事実をありのままに伝え、情報源秘匿の原則に反しな

い範囲で、情報の発信元を明らかにする。また、未確認の情報はその旨を明示する。 

（７）国民が刑事裁判への理解を深めるために、刑事手続の原則について報道するこ

とに努める。 

 

註２ 

 ［放送倫理検証委員会運営規則第４条］委員会は、放送倫理を高め、放送番組の質

を向上させるため、放送番組の取材・制作のあり方や番組内容などに関する問題につ

いて審議する。２．委員会は、必要に応じて放送事業者および関係者に対し、調査・

報告および放送済みテープ等関連資料の提出を求めることができる。（中略）４．委員

会は、第１項の審議に基づき、意見を公表することができる。委員会は、意見を公表

した場合、その内容を機構の構成員に報告する。 

 

註３ 

 註１にも記したように、日本新聞協会と日本民間放送連盟は裁判員制度のもとにお

ける報道のあり方について、ある種のガイドラインを公表しているが、本報告書が述

べていることは次の２点において、これらガイドラインに抵触する恐れがある。 

 第１は、予断排除の観点からの問題である。 

 被疑者・被告人が犯行を否認している場合、その生育歴や人間関係が報道されると、

裁判員を含めた多くの視聴者が、事件の背景・動機として理解してしまい、「こういう

生育歴や人間関係であれば、おそらくやっているであろう」との予断を生じさせるこ

とにつながり、被疑者・被告人に保障された「推定無罪の原則」を実質的に無意味に

することになるのではないかという問題である。 

 第２は、被疑者・被告人のプライバシーや個人情報保護の観点からの問題である。 

 もし被疑者・被告人が無罪であった場合、そのことが確定する前に、報道によって

当該人物のプライバシーや個人情報に関する事実が暴かれてしまうと、たとえのちに

無罪の事実を明確に報道したとしても、それらの回復はきわめてむずかしい、という

問題である。 

 これらはいずれも現行制度においても問題になることであるが、裁判員制度のもと
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ではいっそう深刻な問題として現われる可能性がある。 

 しかし、このたびの差戻控訴審の場合、被告・弁護団が被害者２名が死に至った事

実自体については争っていないうえ、被告人の内面や人間像を争点として提示してい

るようであり、予断排除の観点および被疑者・被告人のプライバシー・個人情報保護

の観点からの配慮は、一応解除されていると見てよいように思われる。 

 しかし、ここで、こうした問題にもまして委員会が強調したいことは、番組制作者

の主体的意欲の問題である。公正性・正確性・公平性の原則は、表面的に捉えれば、

真実を明らかにするための手続きにすぎない。真正面から事象に向き合い、取り組も

うとする放送人にとっては、足して２で割るような公平性ではなく、みずからが、み

ずからの力で切り開く真実性こそが唯一の原則であろう。もしかしたらそこで、被疑

者・被告の有罪・無罪までが見通せることにもなるかもしれない、そのような深い調

査と洞察に基づく原則である。 

 番組制作者には、委員会がこの段落の「付言」に込めた期待を読み取っていただき

たいと思う。 
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［別添資料］ 

 

各放送局への質問と回答例 

 

 本報告書の「Ⅲ」で述べたように、委員会はこのたびの検証に当たり、各放送局へ

の概括的アンケート調査と、一部の番組制作者に対する聴き取り調査を行った。以下

は、その結果をまとめたものである。 

 委員会は先に述べたとおり、本件放送の番組制作現場の内側から問題点を捉えるこ

とを眼目にし、各放送局には、現場の率直な意見を聴取したい旨を伝え、協力を依頼

した。そのため回答例の掲載に当たっては、個別の放送局・番組の特定を避けるため、

意味を違えない限度で、言い換えを行った。また、取材・編集の詳細な内容や過程に

かかわる部分は、回答をまとめた形で掲載している。 

 

[質問］今回の差戻審の裁判報道・裁判を伝える番組の放送について、番組制作の狙

いについてお聞かせください。 

[回答例] 

○視聴者の関心も高く、刑事裁判の中でも特異な経緯をたどった、この裁判に高いニ

ュース性を認め、当日のニュースとして対応したものです。しかしながら、特定の意

図をもって制作したつもりはありません。 

○社会的に関心の高い「光市事件」差戻し審の過程を報道すること。被害者遺族の苦

悩を伝え、日本の裁判制度の問題点を考察すること。 

○きわめて注目度の高い裁判の法廷内で、どういう「やりとり」があったのか、これ

までの裁判で、「語られてきたこと」と何が同じで何が違うのか、その詳細を伝えるこ

とを第一に考えていました。 

○本番組は新聞各紙の報道を中心に視聴者の関心の高いニュース・情報を伝える番組

であり、新聞・ニュースでの取り扱われ方が番組構成上に大きな判断材料となる。そ

れらの様々な視点からの報道を、番組で客観的に公平性のバランスを保つよう再構成

し、スタジオに出演するコメンテーターの論評を含めた、ニュースの様々な側面を視

聴者に情報として伝えることが番組制作の狙いである。 

○この裁判は、以下の点から国民的関心事にまでなっている注目の事件です。 

 ①事件の悲惨さ、残酷さが尋常でない点 

 ②少年事件でありながら死刑をめぐり最高裁判決まで争った上で差し戻されており、

更に法廷外では死刑制度そのものの存在も問うという異例の展開を経た事件となった

点 

 ③被害者遺族が、積極的に公の場で、被害者遺族の観点からみた少年法制度、司法
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制度についての疑問点を投げかけ、「全国犯罪被害者の会」設立メンバーとしてもメデ

ィア等を通じて発言を続けてきた人物である点 

 ④差し戻し審において、「殺害の故意」に関する弁護団と被告人の主張が、１審２審

での主張とがらりと変わったことで異例の裁判となった点 

 以上のことから、判決確定前であっても、この事件の裁判の進捗状況や、訴訟の当

事者および遺族の発言について取材・放送することは、国民の知る権利に応えるもの

であると考えます。 

○光市事件の差し戻し審は、注目の裁判となりました。最高裁が広島高裁の無期懲役

判決を破棄し、審理のやり直しを命じたものです。最高裁の判決は高裁判決の破棄に

あたり、「特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかない」としています。

死刑か否か、差し戻し審は、ニュース価値が高いものだったと考えています。また、

この事件は発生当初から注目され、当社だけでなく各メディアが１審から伝え続けて

きた裁判であり、継続して伝えることが大切であると考えています。 

○何よりも、この事件における真実とは何か、というところに力点をおきました。１・

２審の判断をくつがえした最高裁の判断。その一方で、新たな主張をした弁護側。差

し戻し控訴審は、被告人ばかりか、被害者遺族も巻き込んで、新たな展開も見せまし

た。こうした異例の経過をたどったこと、さらに事件の特異性も加わって、差し戻し

控訴審は社会の高い関心を呼びました。それだけに、法廷の状況を正確に、そして詳

しく伝えることは、国民の知る権利に奉仕する報道機関の義務と考え、取材・報道に

あたりました。また、この裁判は、刑事裁判において犯罪被害者が置かれている位置

づけについても、国民の関心が高く、「被害者参加制度」の実施が決まるなど犯罪被害

者のための新しい刑事司法のあり方が議論を呼んでいるなかで、そうした社会の関心

に対してもこたえることができるような報道を心がけました。 

○いわゆる「光市事件」は事件そのものの残虐性、被告人が犯行当時１８歳になった

ばかりの少年であったことから、事件発生当時から社会の大きな関心を集めました。

その後も最高裁での弁論の延期、さらには差戻審では、被告が１、２審とは違う主張

をするなど裁判でも異例の展開を見せました。また、被害者遺族が刑事事件の被害者

の権利の向上に熱心に取り組んでいる姿は各方面に大きな影響を与えました。このた

め視聴者の関心は極めて高く、事件の真相に迫るためにも、裁判の展開を正確に詳し

く伝えることをねらいとしました。 

○差し戻し控訴審に限らず、視聴者の知る権利に応えられるよう、正確で公正な取材

をなし、より詳しく、よりわかりやすくニュースの内容を伝えるよう努めています。 

○少年による母子殺害という重大事件について、審理の内容を伝える。 

○報道においては差し戻し控訴審に限らず、視聴者の知る権利に応えられるよう、正

確で公正な取材をなし、より詳しく、よりわかりやすくニュースの内容を伝えるよう
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努めています。 

○弁護団の弁護内容が大きな議論を巻き起こし、予てから番組としても注目していた

ニュースの一つであることから、番組で取り上げることにしました。以前より、出演

者が関心を持ち、中には独自取材をしていた人もいる裁判であり、このニュースにつ

いて、番組のコメンテーターが、どう思うのか。どんな見方があるのか？テーマに関

する多様な意見を提示するのがねらいでした。 

 

[質問］今回の差戻審の放送にあたって、次の法律的な問題について、事前にどのよ

うな検討をされ、番組を制作されたのでしょうか。弁護士への相談、司法担当記者と

の打ち合わせなど、具体的にご回答ください。 

 ①最高裁判所判決の内容とその解釈 

 ②被告人が今回の差戻審で事実を争うことができるか 

 ③刑事裁判における裁判所、検察官、弁護人の役割や義務 

 ④被害者遺族の刑事裁判における地位 

[回答の概要］ 

 法律的な問題に関する事前検討の有無を、上記の４項目に分けて行ったが、②から

④までの項目の個別回答は少なかった。全体的には、今回の事案に関する知識・取材

経験の蓄積を基に、必要に応じて局内の司法担当記者、番組出演を依頼している法律

専門家、事件・裁判の流れに詳しいと思われる地元系列局の記者等に相談しながら、

かなりタイトなスケジュールで制作している様子が感じられた。 

[回答例］ 

○担当した番組スタッフは、この件について取材に当たっているディレクターを中核

とし、さらに１審段階からこの裁判の取材に当たっている弊社系列局の記者とも綿密

な連絡をとりながら、当日の放送に臨みました。加えて、相応の司法記者の経験を積

んだデスクを専任として、放送前にその内容を精査しています。 

○①最高裁が高裁へ差戻した意味について弁護士と打ち合わせ。②、③、④は特にな

し。 

○スタッフは、司法担当記者として経験をつんでおり、最高裁での上告審を取材して

いました。また、差戻し審の６月の集中審理も法廷内で取材していました。 

○基本的に番組独自のテーマ・目線を持って制作するというよりは、各報道を客観的

に紹介することが主なので、特に番組独自の法律的な検討は行っていない。 

○弁護士との相談や司法担当記者との打合せは行っていませんが、地元局記者との情

報交換を行いました。①最高裁判決の内容と解釈については、最高裁が審理差し戻し

を判断した時点で死刑の可能性が出てきたことを踏まえ、再度争われることになる「事

実関係」、１審・２審での主張の相違点を検証し、視聴者に伝えることを主眼とする認
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識を持っておりました。②～④については特に検討していません。 

○いくつかの点で弁護士に事前に相談しました。具体的には①に関して、最高裁判決

が１審・２審の無期判決を見直したことから「死刑」の適否が差し戻し控訴審で最大

の焦点になると認識していました。②については、事実関係を争う場ではない、との

認識を持っていました。③と④については特別の検討はしていませんが、④について

は被害者の会の活動や法務当局の取組みにより、遺影の持込や意見陳述の機会など被

害者遺族の地位は見直されつつあると認識しています。 

○自局系のニュース番組の内容や解釈に従って放送しています。①については、報道

局だけでなく、地元で取材にあたっている系列局から情報を得ています。②について

は今回は特に話し合っていません。③に関しては日ごろから、「検察官に対抗できる法

律知識を持ったのが弁護人で、被告の人権を守り、無罪判決など被告人に有利な利益

を得るために活動する。その両者の出来る限りの主張から、裁判所が公正中立な立場

で判断を下すのが刑事裁判である」と理解しています。④についても刑事裁判で犯罪

被害者遺族が被告や証人に質問したり、求刑の意見を述べたりすることを可能にする

制度が今年始まり、裁判員制度とともに裁判の在り方が大きく変わる一方、制度導入

に反対する弁護士らの声もあり、様々な意見が存在すると認識しています。以上のこ

とを認識し、対立する意見を出来る限り直接引用するなどして、中立性、公平性を確

保するよう心がけて放送しています。 

○①～④の個々の事例について、弁護士に相談したり、司法担当記者に打ち合わせた

りしたことはありませんが、これまで１審、２審、上告審と、それぞれの公判を扱い

放送してきた番組プロデューサーやディレクターが、裁判の進展に伴い取材した上で

放送してきた蓄積の延長線上として、今回の放送に至りました。また司法担当記者お

よび地元局のニュース原稿や報道の内容を吟味し、①～④に関する認識・取り扱い方

の方向性を確認しながら番組制作を行いました。 

○まず差し戻し審の放送にあたっては、最高裁判決の理解を前提としました。この判

決では、高裁判決に対して死刑を回避する特段の事情を読み取ることができないと判

断しているようで、死刑回避は難しいのではないかということを読み取ることができ

ました。ただし、番組制作に当たっては、差し戻し審そのものが、広島高裁で行われ

たため、地元系列局がニュース取材の主体となりました。したがって、裁判の事実関

係については、系列局の報道内容に準拠、番組側で行ったインタビューも使って放送

しました。 

○各番組のスタッフには、社会部の司法クラブ経験者がいて、必要に応じて、司法担

当記者や司法担当の解説委員などと情報交換を行っています。また、司法クラブ経験

者や司法担当の解説委員は、それぞれ法曹関係者（裁判官OBや検察官OB,それに現役弁

護士）に、これまでの取材を通じて知り合った複数の知人がいて、折に触れ意見を聞
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くなどしています。これは、法律の解釈については、専門家であっても異なるケース

が少なくないためで、幅広い意見を取り上げるための方策でもあります。 

○当事者である検察・弁護側からの取材をもとに検討したほか、複数の専門家の意見

をもとに判断しましたが、「高裁判決を審理不尽」として、差し戻したと認識していま

す。 

○最高裁が、事実認定を「揺ぎなく認める」としている以上、差戻審で事実を争うこ

とは認めていないように考えます。しかし、実際、今回の差戻審では、弁護側が指摘

した新たな事実についての弁護側の立証について、裁判所が訴訟指揮により排除して

いないことからみると、今回の差戻審においても事実の争いを認めていると考えてい

ます。 

○裁判所は「検察官と弁護士がなした主張と立証に基づいて起訴の事実の有無を認定

する役割」。検察官は「公益を代表して起訴事実を主張し、立証する役割」。弁護人は

「被告人の利益を代弁する役割」があると考えます。 

○これまでの裁判では、「被害者は蚊帳の外」におかれていました（意見陳述は認めら

れていましたが）。しかし、被害者参加制度が今後実施されるにともない、被害者に訴

訟の当事者としての地位が認められつつあると考えます。被害者の地位の変化は、社

会の変化であり、尊重されるべきと考えます。ただ、それが視聴者に対して誤解を与

えないように制度の趣旨を理解して伝えていきたいと考えています。 

○今回の差戻審に限らず、法律的な問題を扱う場合は、司法担当記者と綿密な打ち合

わせをするとともに、常に弁護士と相談できる態勢をとっている他、状況に応じて元

検察官、元裁判官、学識経験者等に取材するようにしています。 

○最高裁判決は、原判決は量刑に当たって考慮すべき事情の評価を誤り、審理は不十

分として破棄差戻したと理解しています。 

○最高裁は判決の中で「１審、２審判決の認定は揺ぎなく認められる」として、被告・

弁護側の主張を退けており、被告人は今回の差戻審で事実を争うことは認めていない

とも考えられます。しかし、差戻審では、弁護側が指摘した新たな事実について弁護

側が立証を進めており、裁判所の判断で事実の争いを認めていると考えています。 

○刑事裁判における裁判所、検察官、弁護人の役割はよく理解しています。今後も、

それぞれの役割について、視聴者に誤解を与えないようにしていきたいと考えていま

す。 

○被害者遺族の刑事裁判における地位については、従来はその権利が軽んじられてい

たと思います。その後、被害者参加制度の実施によってその地位も認められつつある

と考えていますが、今後も制度の趣旨が視聴者に正しく伝わるようにしていきたいと

思います。 

○最高裁判所判決については、スタッフが被告人サイドの弁護士も含め直接、取材・




